
公
有
地
を
販
売
し
て
い
ま
す

　
以
前
の
入
札
で
、
希
望
者
が
な
か
っ
た
土
地
の

購
入
申
し
込
み
を
、
先
着
順
で
受
け
付
け
ま
す
。

売
却
地：
表
の
と
お
り　

申
込
方
法：
市
Ｈ
Ｐ
に

あ
る
必
要
書
類
を
財
政
課
へ
提
出

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
財
政
課　
☎
23‐３
５
９
１

マ
マ・
ジ
ョ
ブ
・
あ
い
ち
出
張

相
談

　

出
産
・
育
児
な
ど
で
離
職
し
、
再
就
職
を
考

え
て
い
る
女
性
に
対
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に

よ
る
無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
退
職
し
て
か

ら
ブ
ラ
ン
ク
が
長
く
て
不
安
、
再
就
職
の
準
備

を
何
か
ら
始
め
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
な
ど
、

再
就
職
の
不
安
や
悩
み
を
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。（
※
職
業
紹
介
は
し
て
い
ま
せ
ん
）

日
時：
９
月
14
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時　

場

所：
親
子
交
流
館
す
く
っ
と　

定
員：３
名　

申

込：ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
市
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

▼
商
工
観
光
課　

☎
23‐３
５
２
２　

22‐３
８
１
７

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」強
化
週
間

　
い
じ
め
や
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権
に
関

わ
る
悩
み
ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相

談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
一

人
で
悩
ま
ず
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
担
当
者：法
務
局
職
員
お
よ
び
人
権
擁
護
委

員　
日
時：
８
月
27
日（
金
）～
９
月
２
日（
木
）／

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時（
土･

日
曜
日
は
午

前
10
時
～
午
後
５
時
）　
相
談
料：無
料

▼
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部　

☎（
０
５
２
）９
５
２‐８
１
１
１

※財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主へお問い合わせください。

田原警察署だより
▶田原警察署☎23-0110
■皆さんからの通報がこのまちを守ります
　田原市では、窃盗や器物損壊などの犯罪が多発
しており、愛知県全体では、空き巣・忍び込みなど
の住宅への侵入盗や自動車盗が多発しています。
　もしご自宅にいる時や散歩中などに不審な人物
や車を見かけたら「こんなことで通報したら迷惑か
な」「私には関係ない」
と思わず通報してくだ
さい。
　市民の皆さんからの
情報が犯人検挙につな
がる大きな手掛かりとな
りますので、ご協力をよ
ろしくお願いします。 子

ど
も
の
人
権
１
１
０
番

☎（
０
１
２
０
）０
０
７‐１
１
０

≫田原市の
　データ

※（  ）内の数字は
2021年の累計

交通事故
発生件数

窃盗犯罪
発生件数

火災・救急
件数

6月

●人身12件（68件）
●負傷14人（80人）
●死亡0人（1人）
●物損98件（565件）

●侵入盗1件（6件）
●乗物盗1件（4件）
●非侵入盗6件（28件）

●火災2件（16件）
●救急174件（1042件）

物件番号 場所 登記地目 面積 価格 市街化区域
30-1 田原町東大浜６８番１９ 宅地 32.92㎡ 190 万円 〇

30-3（※） 中山町宮下１番４,１番５,１番６ 宅地 326.00㎡ 360 万円

2-1 田原町晩田２４番１６,２５番６ 宅地 他 235.07㎡ 950 万円 〇

2-2 田原町晩田３９番６,４０番２０ 宅地 341.51㎡ 1,160 万円 〇

2-3 吉胡町木綿台１３６番 宅地 637.95㎡ 1,290 万円 〇

2-4（※） 古田町寺ノ前２２番７ 宅地 554.08㎡ 700 万円 〇

2-5（※） 小中山町新田一本松下
１３０番３,１３０番４,１３２番３ 宅地 260.27㎡ 270 万円

2-6（※） 高木町尋畑７６番 宅地 3,080.30㎡ 3,040 万円
◦物件番号（※）は、都市計画法・建築基準法の規制があります。建築希望の方は、事前に建築課（☎27-8606）

へ、建築基準法については、愛知県建築指導課（☎（052）954-6585）へご相談ください
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